
伊 丹 市 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） 健 康 管 理 支 援 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 兵 庫 県 健 康 福 祉 部 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 実

施 す る 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） 健 康 管 理 支 援 事 業 に お い て 、 医 師 に よ

り 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） に よ る 肺 が ん 、 中 皮 腫 等 の 健 康 被 害 を 生 ず

る お そ れ が 認 め ら れ た 者 に つ い て 、 ア ス ベ ス ト 健 康 管 理 手 帳 （ 以

下 「 健 康 管 理 手 帳 」 と い う 。 様 式 第 １ 号 ） を 交 付 す る と と も に 、

検 査 に 要 す る 費 用 に つ き 予 算 の 範 囲 内 で 助 成 す る こ と に よ り 、 石

綿 （ ア ス ベ ス ト ） に よ る 健 康 被 害 を 早 期 に 発 見 し 、 石 綿 （ ア ス ベ

ス ト ） 関 連 疾 患 に か か る 市 民 の 健 康 管 理 を 支 援 す る こ と を 目 的 と

す る 。  

 

（ 対 象 者 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、

伊 丹 市 内 に 住 所 を 有 す る 者 で 、 兵 庫 県 が 別 に 定 め る 指 定 医 療 機 関

等 （ 以 下 「 指 定 医 療 機 関 等 」 と い う 。 ） で 受 診 し た 精 密 検 査 に お

い て 、 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） 関 連 疾 患 に よ り 「 要 経 過 観 察 」 と 判 定

さ れ た 者 と す る 。  

 

（ 健 康 管 理 手 帳 の 交 付 等 ）  

第 ３ 条  健 康 管 理 手 帳 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 ア ス ベ ス ト 健

康 管 理 支 援 事 業 手 帳 （ 再 ） 交 付 申 請 書 （ 以 下 「 手 帳 （ 再 ） 交 付 申

請 書 」 と い う 。 様 式 第 ２ 号 ） に 、 指 定 医 療 機 関 等 が 発 行 す る ア ス

ベ ス ト 健 康 管 理 支 援 事 業 検 査 状 況 証 明 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 添 え て

市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 こ れ を 適 切 と 認 め

た と き は 、 速 や か に 健 康 管 理 手 帳 を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

３  健 康 管 理 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 健 康 管 理 手 帳 を 紛 失 、 又 は

き 損 し た 場 合 は 、 手 帳 （ 再 ） 交 付 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な



い 。 市 長 は 、 申 請 に よ り 適 切 と 認 め た と き は 、 速 や か に 再 交 付 す

る も の と す る 。  

４  健 康 管 理 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 氏 名 等 の 変 更 が あ っ た 場 合

は 、 ア ス ベ ス ト 健 康 管 理 支 援 事 業 氏 名 等 変 更 届 （ 以 下 「 氏 名 等 変

更 届 」 と い う 。 様 式 第 ４ 号 ） に 健 康 管 理 手 帳 を 添 え て 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 市 長 は 、 申 請 に よ り 適 切 と 認 め た と き は 、 速 や か

に 健 康 管 理 手 帳 に 変 更 内 容 を 加 え て 交 付 す る も の と す る 。  

５  他 の 市 区 町 村 長 か ら 健 康 管 理 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 伊

丹 市 に 新 た に 居 住 す る 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 氏 名 等 変

更 届 に 健 康 管 理 手 帳 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 市 長 は 、

届 け 出 を 適 切 と 認 め た と き は 、 速 や か に 健 康 管 理 手 帳 を 修 正 し 、

交 付 す る も の と す る 。  

 

（ 検 査 費 用 等 の 助 成 ）  

第 ４ 条  助 成 の 額 は 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 対 象 者 が 指 定 医 療 機 関 等 で

受 診 し た 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） 関 連 疾 患 の 精 密 検 査 又 は 経 過 観 察 に

か か る 検 査 （ 精 密 検 査 を 受 診 し た 後 、 お お む ね ６ 月 ご と に １ 回 、

定 期 に 受 診 す る 検 査 を い う 。 ） に 要 す る 費 用 の う ち 次 の 各 号 に 掲

げ る 費 用 と す る 。 た だ し 、 医 療 保 険 各 法 に よ る 医 療 に 関 す る 給 付

に 関 し 保 険 者 又 は 市 が 負 担 す べ き 額 を 控 除 し た 額 と し 、 当 該 年 度

の 兵 庫 県 健 康 福 祉 部 補 助 金 交 付 要 綱 別 表 、 補 助 事 業 名 石 綿 （ ア ス

ベ ス ト ） 健 康 管 理 支 援 事 業 中 、 別 紙 第 ２ 欄 に 定 め る 基 準 額 と 第 ３

欄 に 定 め る 補 助 対 象 と な る 経 費 の 実 支 出 額 と を 比 較 し て 少 な い 方

の 額 と す る 。 ま た 、 同 一 年 度 内 に 複 数 回 の 検 査 を 受 診 し た と き は 、

年 ２ 回 を 上 限 と し て 助 成 す る も の と す る 。  

( 1 )  初 診 料 及 び 当 該 検 査 に 必 要 と 認 め ら れ る 再 診 料 ・ 外 来 診

療 料  

( 2 )  胸 部 の エ ッ ク ス 線 直 接 撮 影 に よ る 検 査 に 要 す る 費 用  

( 3 )  胸 部 の エ ッ ク ス 線 直 接 撮 影 に よ る 検 査 の 結 果 、 異 常 な 陰

影 （ 石 綿 肺 に よ る 線 維 増 殖 性 の 変 化 に よ る も の を 除 く 。 ）



が あ る 場 合 で 、 医 師 が 必 要 と 認 め る と き は 、 コ ン ピ ュ ー タ

ー 断 層 撮 影 に よ る 検 査 に 要 す る 費 用  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 他 の 法 令 等 に 基 づ く 給 付 を 受 け た 場 合

は 、 補 助 金 は 交 付 し な い も の と す る 。  

 

（ 助 成 の 申 請 等 ）  

第 ５ 条  手 帳 所 持 者 は 、 前 条 に 規 定 す る 費 用 を 請 求 す る 際 に は 、 ア

ス ベ ス ト 健 康 管 理 支 援 事 業 診 療 費 用 申 請 兼 請 求 書 （ 様 式 第 ５ 号 ）

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。  

( 1 )  指 定 医 療 機 関 が 発 行 し た 領 収 書  

( 2 )  指 定 医 療 機 関 に 支 払 っ た 費 用 の 明 細 が わ か る 書 面  

２  申 請 兼 請 求 者 が 指 定 医 療 機 関 を 受 診 後 、 ２ 年 を 経 過 し た と き は 申

請 の 効 力 を 失 う 。  

 

（ 助 成 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ っ た と き は 、 必 要 な 審 査 を 行 い 、

そ の 助 成 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 助 成 の 可 否 を 決 定 後 、 ア ス ベ ス ト 健 康 管 理 支 援 事 業 診 療

費 用 助 成 金 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

（ 雑 則 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要

な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

 

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 １ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  



２  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ）

関 連 疾 患 に 係 る 精 密 検 査 又 は 経 過 観 察 に 係 る 検 査 を 受 け た 者 に

つ い て 適 用 す る 。  

 

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


